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市民相談市民相談
をご活用くださいをご活用ください

無料 市内在住・在勤・在学の方なら
どなたでもご相談できます
対面での相談・要事前予約

市民協働課協働係☎042-497-1803予約受付電話番号
　専門の相談員が、市民の皆さんの日常生活におけるさまざまな問題について、内容の整理や解決に向けた情報提供・助言などをします。相続
や不動産の名義変更、税金問題、人権問題など各種相談を受け付けていますので、ぜひご活用ください。
 対市内在住・在勤・在学の方 日下記のとおり 場生涯学習センター  問市民協働課協働係☎042-497-1803

■予約の流れ
❶予約
　市民協働課の窓口（市役所本庁舎2階10番窓口）
または電話（☎042-497-1803）で予約をしてくだ
さい。相談月の前月15日から受け付けます（15日
が土・日曜日、祝日の場合は翌開庁日）。詳しい実
施日時は市報毎月15日号や市ホームページでお知
らせします。

▶職員が次の内容をお聞きします
・相談の種類・日時
・氏名・年齢・住所・電話番号
・簡単な相談内容（相続の手続き、
　税金、登記変更についてなど簡
　潔に）

❷事前準備
　相談したい内容を
整理しておくと相談
がスムーズに行えま
す。

❸予約日時に会場へ
　予約の際にお伝え
する会場に予約時間
の5分前（交通事故
相談は10分前）を目
安にお越しくださ
い。

宝くじの収益金は
私たちのまちづくりに役立てられています

　宝くじの収益金は、清瀬市で
は図書館の図書購入や、工事の
資金など私たちのまちづくりに
役立てられています。
　「宝くじ公式サイト」では、
ジャンボ宝くじの購入もでき、
お得な特典や便利なサービスが
ありますので、この機会にぜひ
会員登録をお願いします。

 問公益財団法人東京都区市町
村振興協会☎03-5210-9944

年金・労働相談

①毎月第2水曜日
　午前9時30分～11時30分
②40分
③3枠
④社会保険労務士
⑤年金､ 社会保険､ 労働問題

司法書士相談
（登記・相続・遺言）

①毎月第2水曜日
　午後1時～3時30分
②30分
③5枠
④司法書士
⑤相続･遺言･贈与などによる
所有権移転等登記、相続放棄、
成年後見手続き

税務相談

①毎月第3水曜日
　午前9時30分～11時30分
②30分
③4枠
④税理士
⑤相続税､ 贈与税､ 所得税､
事業税など

行政書士相談
（相続・遺言書等の手続）

①毎月第3水曜日
　午前9時30分～11時30分
②30分
③4枠
④行政書士
⑤相続手続き一般、遺言書･
許認可申請書類作成

法律相談

①毎月第1～第4水曜日
　午後1時～4時30分
②30分
③7枠
④弁護士
⑤夫婦・家庭内の問題、遺産
相続、金銭貸借、各種契約、
損害賠償など

土地家屋調査士相談
（境界・測量・登記）

①毎月第1木曜日
　午後1時～3時
②30分
③4枠
④土地家屋調査士
⑤土地の境界､ 分筆･表題登
記､ 接道など

不動産取引相談

①毎月第1木曜日
　午後1時～3時
②30分
③4枠
④宅地建物取引士
⑤土地･建物の売買､ 賃貸契
約など

人権身の上相談

①毎月第1水曜日
　午後1時～3時
②40分
③3枠
④人権擁護委員
⑤虐待､不当差別､名誉棄損、
家庭内の問題や日常生活での
心配事

行政相談

①毎月第3水曜日
　午後1時～3時
②30分
③4枠
④行政相談委員
⑤国・地方公共団体・特殊法
人・公団・公社などに対する
要望や苦情

交通事故相談

①毎月第4水曜日 
　午後1時～3時30分
②50分
③3枠
④弁護士
⑤示談の進め方､ 賠償額の算
出方法など

■注意事項
▶同一種類の相談は、1か月に1回のみで、年度内に3回までです▶相
談員の指名はできません▶相談中の録音はできません▶担当した相談
員による受任や仲介･あっ旋は一切行いません▶裁判所において係争
中･調停中の事案、弁護士に依頼中の案件の相談はお受けできません

権利擁護セミナー
「おひとりさま・おふたりさまの終活」
身内がいない、夫婦二人きり、これからどうすればいい？

　遺言って必要？　終活って何
をしたらいいの？　など、これ
からの人生を安心してよりよく
生きるための「備え」について
一緒に考えてみませんか。先着
40人。 日9月16日㈯午後2時
～4時（開場午後1時30分～）
 場生涯学習センター

 講弁護士　赤沼康弘氏
 申 問8月15日からの平日午前8
時30分～午後5時に電話できよ
せ権利擁護セン
ターあいねっと
☎ 042 - 4 9 5 -
5573へ 詳しくはこちら

ひきこもりを知る講演会

　気がついたら自分または家族
がひきこもりになっていた人。
自分または家族がひきこもりで
はないかを確認したい人。自分、
家族または知人がひきこもりだ
と気づいたらまずどうするかを
知りたい人。9月はまだまだ暑
いです。ちょっと涼むついでに
ひきこもりに詳しい蟇

ひきた
田先生の

お話しを聞いてみませんか？
 対ひきこもりについて悩んで
いる方、関心がある方などどな

たでも。先着200人
 日9月4日㈪午後2時～3時30
分（開場午後1時30分～）
 場 直児童センタ
ー 講 認 定NPO法
人育て上げネット
執行役員　蟇

ひきたかおる
田薫

氏（右写真）
【共催】清瀬市・社会福祉協議
会
 問社会福祉協議会☎042-495-
5333

「気づいたらひきこもり…どうする」

松山・野塩地域市民センターの指定管理者募集

　松山・野塩地域市民センター
の管理運営事業を効果的かつ効
率的に行うため、地方自治法の
規定に基づき、指定管理者を募
集します。【対象施設】松山・
野塩地域市民センター
【指定期間】松山地域市民セン
ター＝令和6年3月1日～令和8
年3月31日、野塩地域市民セン
ター＝令和6年3月1日～令和
10年3月31日
【募集要項・申請書等の配布】
8月15日から8月31日までの平

日午前9時～午後4時に松山・
野塩地域市民センター内出張
所、市役所本庁舎市民課窓口に
て【施設見学会（参加必須）】8月
21日㈪野塩＝午前11時～、松
山＝午後2時～、28日㈪松山＝
午前11時～、野塩＝午後2時～。
申込みは下記へ
 問市民課松山出張所
☎042-491-5153
※選定スケジュールなど詳しく
は配布する募集要項を確認して
ください。

一般競争入札により市有地を売却します

　一般競争入札により下記の物
件を売却します。入札への参加
を希望する方は、物件ごとの入
札案内書を確認し、申し込んで
ください。【対象物件】①元町一
丁目公有地（元町一丁目554番
24、137.11平方㍍）、入札保証
金110万円②旧市営中里第4住
宅用地（中里三丁目1058番12他
7筆、一括売却、合計1,035.33
平方㍍）、入札保証金620万円
【参加申込み】9月4日㈪から22

日㈮までの平日午前9時～午後
4時（正午～午後1時を除く）に
直接建築管財課窓口へ
【入札日・時】10月12日㈭①午
前10時～②午後2時～
 問建築管財課管財係
☎042-497-1841
※参加資格や必要書
類、スケジュールな
ど詳しくは市ホーム
ページを確認してく
ださい。

詳しくは
こちら

地域の支え合いをつくる！　生活支援コーディネーターの取り組み
　市には生活支援コーディネーターという専門職が4人配置されており、地域の支え合いづくりを検討する「協議体」をはじめ、さまざまな方々
と連携しながら、高齢者の日常生活を支えるしくみの充実・強化に取り組んでいます。今回は、各エリアを担当する生活支援コーディネーター
の取り組みをご紹介します。 問社会福祉協議会☎042-495-5333

【全域】〈スマホ相談会〉
　今年5～7月に高齢者のスマートフォン
操作を支援するボランティア「スマホサ
ポーター」の養成講座を実施しました。
講座修了者がサポーターとなり、「スマ
ホ相談会」を開催しています。
 日9月2日㈯午前10時～正午
 費無料 場 申 問きよせボランティア・市
民活動センター☎042-491-9027へ
【社協包括エリア】〈にこにこひまわりマーケット〉
　出かける楽しさ、品物を選ぶ楽しさを
継続して感じられるよう野菜や総菜など
の移動販売を週1回コミュニティプラザ
ひまわりで開催しています。買い物後に
重い荷物を運ぶ取り組みも開始しまし
た。ぜひお気軽にお越しください。
 日毎週水曜日午前11時45分～午後0時
30分 場 直コミュニティプラザひまわり
【清雅包括エリア】〈サロン活動〉
　地域住民の交流の場の支援として、「旭
が丘みんなのサロン」、「休み処」の継続
支援を行っています。
◆旭が丘みんなのサロン
 日毎月第4金曜日午後1時～
 場 直旭が丘団地集会所
◆休み処
 日毎週月曜日午前10時～ 場 直台田団地第1コミュニティサロン

◆メイト(きよせネクスト協力員)説明会　参加者募集！
　メイトの活動内容に関する説明会を行います。ご興味のある方は、
ぜひご参加ください。 対メイトとして支援の意欲のある方。各回
先着10人 日 場下表のとおり 申 問8月16日からの平日午前10時～
午後4時に電話できよせネクスト事務局☎070-1314-2580へ

日時 場所
8月20日㈰午前10時～ 信愛ふれあいホール（梅園二丁目）

8月23日㈬午後2時～ 竹丘地域市民センター

8月29日㈫午後2時～ 野塩地域市民センター

8月30日㈬午後2時～ 松山地域市民センター

【信愛包括エリア】〈きよせネクスト〉
　梅園・野塩・竹丘・松山地域
に住む方を対象とした、新しい
支え合いの仕組み「きよせネクス
ト」が始まります。「ありがとう
券」のやり取りを通じて、地域で
困っている65歳以上の高齢者
を、メイト(きよせネクスト協力
員)と呼ばれるボランティアが支
えます。メイトは15分ほどの支援で1枚の「ありがとう
券」を受け取り、10枚集めるとQUOカードや図書カー
ドに交換できます。

団体概要

①相談日時②1回の相談時間③1日の枠数④相談員⑤主な相談内容

スマホ相談会の様子 活動の様子

ひまわりマーケットの様子

サロンの様子


